
地域コミュニティ活性化の取組に関する調査

平成２５年２月２０日（水）

宮崎県小林市総務部総合政策課



・小林市の概要（位置）・小林市の概要（位置）



・小林市の概要（交通）・小林市の概要（交通）



・小林市の概要（歴史）・小林市の概要（歴史）



・小林市の概要（人口①）・小林市の概要（人口①）



・小林市の概要（人口②）・小林市の概要（人口②）



・小林市の概要（産業①）・小林市の概要（産業①）



・小林市の概要（産業②）・小林市の概要（産業②）

栗

メロン・マンゴー

観光農園の梨・ぶどう



・小林市の概要（産業③）・小林市の概要（産業③）

宮崎牛（西諸牛）

和牛オリンピック（全国共進会）で２連覇達成



・小林市の概要（魅力①）・小林市の概要（魅力①）
観光



・小林市の概要（魅力②）・小林市の概要（魅力②）
湧水

小林市には、全国名水百選に選ばれた出の山湧水をはじめ、確認されてい
るだけでも７０ヶ所程の湧水地があります。

この豊かな湧水を守るために今回新たな試みを小林市では行います。

小林市水資源保全条例の制定小林市水資源保全条例の制定

宮崎県内で初めて



・小林市の概要（魅力③）・小林市の概要（魅力③）
スポーツ

小林高校（駅伝・バスケットボール・ウエイトリフティング）、
小林秀峰高校（ハンドボール・新体操）といった高校を中心と
したスポーツが盛んです。



・総合計画・総合計画



・まちづくりの基本方針・まちづくりの基本方針



・重点事業・重点事業

●地域医療の充実

●危機管理クラウドシステムの構築

●市庁舎建設

●協働のまちづくり●協働のまちづくり

●６次産業化

●戦略プロジェクト

など



・協働のまちづくり・協働のまちづくりⅠⅠ

時代背景
社会環境の変化

市民ニーズの多様化

地域コミュニティの機能低下地域コミュニティの機能低下

市民活動の活発化

地方分権の進展

行財政改革への対応

など



・協働のまちづくり・協働のまちづくりⅡⅡ
 地方自治の本旨

行政を国（中央政府）の関与を排除して、地域住民の意思に
基づいて処理することを原則とし、「国からある程度独立し
た地方公共団体をつくり（団体自治）、その地方公共団体を
住民参加と意思に基づいて運営（住民自治）すること」

↓

協働のまちづくり⇒地方自治の本旨に立ち返る協働のまちづくり⇒地方自治の本旨に立ち返る

 公共のしくみ形成と自治体OSの変換
①公共的なもの（行財政サービス）の設計意思ルートが行

政だけでなく、住民側にも存在

②住民の声を公計画に反映・実現するしくみの実現

③地方の「統治者」であった行政が「調整役」「アシスト

役」「地域のファシリテータ―・コーディネーター」へ

と変化

↓

公共のしくみ形成と自治体オペレーションシステムの変換



・協働のまちづくり・協働のまちづくりⅢⅢ

 これまでの取組み（市民）
平成２０年３月 「市民協働のまちづくり基本指針」策定

※小林市協働のまちづくり推進検討委員会の検討による

素案をもとに策定

平成２１年５月 協働のまちづくり市民会議発足

※各種団体からの推薦、公募による市民ら総勢３０名の

協働実践組織。ボランティア。

平成２３年５月 協働のまちづくり実現に向けた提言

※協働推進部会～市民活動促進、行政の推進体制の充実

※地域コミュニティ部会～地域課題の解決のため新たな

コミュニティの構築

※まちづくり基本条例部会～まちづくりの基本的な考え

方やルールを示した条例の

素案



・協働のまちづくり・協働のまちづくりⅣⅣ

 これまでの取組み（行政）
平成１９年５月 「元気なまちづくり支援補助金」創設

※市民と行政による団体の選考

平成２２年７月 「ＮＰＯパートナーシップ創造事業補助金」創設

※市民と行政による団体選考

※ＮＰＯと行政との協働事業

平成２３年５月 協働ワーキンググループ設置平成２３年５月 協働ワーキンググループ設置

※各課からの推薦、計２８名

※協働のまちづくり市民会議からの提言実現に向けた検討

※協働推進・地域コミュニティ・自治基本条例部会

平成２３年１０月 市民活動支援センター設置

※ＮＰＯに運営を委託

平成２４年５月 地域担当職員制度モデル試行

※西小林・須木・野尻地区で実施

平成１９年度～２３年度 職員研修の実施

平成２０年度～２３年度 フォーラム・シンポジウムの開催



市民協働のまちづくり基本指針①市民協働のまちづくり基本指針①

（２）新たな地域コミュニティの形成

①新たな地域コミュニティの必要性

一方では、少子・高齢化が進展する中、地域ぐるみで子ど
もたちを見守り育てる環境づくりや、独居老人対策、介護予
防対策など高齢者が安心して暮らせるような地域での支え合
い、地域が育んできた共同作業や行事など行政の画一的な
サービスでは対応できない地域の実情に合ったきめ細かい取
組みが必要とされてきています。組みが必要とされてきています。

そのため地域でできることは地域が担う、地域でできない
ことを行政が担うという、「補完性の原則」に基づいたまち
づくりを進めることが求められています。

そこで、地域の課題を発見し、住民自らが考え行動するう
えでの受け皿として、地域コミュニティの活性化が図られな
ければなりません。地域コミュニティ組織のあり方はもとよ
り、地域コミュニティと行政が、公共サービスに果たす役割
分担を明確にしたうえでまちづくりを進めていく、新たな地
域コミュニティの形成を推進する必要があります。



市民協働のまちづくり基本指針②市民協働のまちづくり基本指針②

②新たな地域コミュニティの単位規模
地域の課題やまちづくり目標の実現に向けて、

地域の特性を活かし市民が主体となって計画・
実行する地域分権社会を築くため、新たな地域
コミュニティは、小学校の通学区域程度の単位
規模を基本とし、市民、ＮＰＯ法人、市民活動
団体、ボランティア団体、地域組織（区・組団体、ボランティア団体、地域組織（区・組
等）、地域団体（婦人会、青年団、老人クラブ、
消防団、ＰＴＡ等）、事業者等を含めたまちづ
くり協議会組織と考えます。 なお、本市は地域
ごとの人口分布に大きな差があるため、地域に
よってはいくつかの単位（例えば、大字、沿道
地域、町並み単位等）で組織することも必要と
なると思われます。



協働のまちづくり市民会議からの提言書協働のまちづくり市民会議からの提言書



きずな協働体の設立に向けて①きずな協働体の設立に向けて①

モデル地区の選定

○平成２３年１２月小林市区長会総会において意

向調査を実施

○３地区（西小林中学校区・須木地区・野尻地区）

を選定

○ＰＴＡ、消防団など地域団体への説明

○須木区・野尻町区地域協議会への説明

○区長会理事会に報告



きずな協働体の設立に向けて②きずな協働体の設立に向けて②

 地域支援員、地域担当職員の設置
地域支援員
○モデルの３地区に区長を中心とした地域住民に委嘱

○地域担当職員と連携して地域点検や地域づくりの機運を醸成

○きずな協働体の設立に向けた活動○きずな協働体の設立に向けた活動

○任期は１年

地域担当職員
○平成２４年４月１日からモデル試行

モデル３地区（西小林中学校区・須木地区・野尻地区）に設置

○リーダーは市長からの指名（部長・総合支所長）

○チーム員は公募（出身・居地・職種・職階・男女・年齢は問わず）

○公務としての取扱い



早稲田大学マニフェスト研究所の支援・協力早稲田大学マニフェスト研究所の支援・協力
（平成２４年度）（平成２４年度）

市民と一体となった、

より具体的で実効性のあるより具体的で実効性のある

協働の取組み



小林市の将来小林市の将来

現在の小林市の人口約４８，０００人

３０年後 約３３，０００人

３０年後も４８，０００人であるために



一点突破、全面展開一点突破、全面展開

産業、教育、医療、雇用など各分野にわ
たる不断の取組みが必要

まずは、一つの事柄に集中して取組み、まずは、一つの事柄に集中して取組み、
そこでの成功をもって他の分野（事柄）
に広げていく

一点突破、全面展開の取組みが必要



テーマテーマ

３０年後の小林市を見据えて、喫緊
の課題とともに市民と想いを共有して、
一緒に取組めるテーマ

「安心安全」



安心安全の実現安心安全の実現

「安心安全」

市民自らが身を守る「自助」
地域や隣人との協力による
「共助」
行政などによる「公助」



協働による取組み協働による取組み

市民が自発的に活動できる

地域のつながりを活かすことができる

市民と行政が一体となった取組みがで
きるきる

「自主防災組織を確立する」



目指す姿目指す姿

目指すべき目標の設定

目標を達成する取組み

市民だけでなく外部から認知される

人が集まる（人口が増える可能性）


